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Ⅰ　はじめに

　相続税法22条は，相続，遺贈又は贈与によ
り取得した財産の価額は，当該財産の取得の
時における時価によるとして，相続財産の評
価の原則を定めている。評価方法が法定され
ている一部の財産を除き，課税実務において
は，国税庁の発遣する財産評価基本通達（以
下，「評価通達」という。）に従って評価がな
されている。評価通達による評価は，租税法
律主義違反であるとの批判を受けながらも，
通達評価が合理的である限りとの条件付きで
租税公平主義の内容である平等取扱原則の要
請から，許容されるとされてきた。
　課税実務において評価通達に基づいた評価
が行われる一方で，評価通達６は，「この通達
の定めによって評価することが著しく不適当
と認められる財産の価額は，国税庁長官の指

示を受けて評価する」との例外規定を定めて
いる。評価通達６により通達評価額が否認さ
れる場合がある。土地等の通達評価額が時価
よりも低く評価されていることに着目して，
実際の取引価格と評価通達による評価額の開
差を利用した租税負担の減少行為を否認する
ために，評価通達６により通達評価額を否認
する課税処分の適否が争点とされた裁判例が
存在する。またそれらを検証した先行研究⑴が
蓄積されてきた。
　最高裁令和４年４月19日判決⑵（以下，「令
和４年最高裁判決」という。）も，下級審にお
いて，課税対象となる財産のうち不動産の時
価が争点とされ，評価通達によらない「特別
の事情」の有無が争われた。本件は，被相続
人が生前に借入金を主な原資として取得した
各不動産について，被相続人の死亡後，共同
相続人である相続人らが各不動産の時価を評
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価通達に基づいて評価し申告を行ったところ，
課税庁がこの申告に対して評価通達６に基づ
き，評価通達による評価が認められない「特
別の事情」があるとして，国税庁長官の指示
により各不動産の鑑定評価額を時価とする更
正処分を行い，これを不服とした相続人らが
審査請求を行ったが却下する旨の裁決を受け
たため提訴した事案である。
　令和４年最高裁判決は，通達は法令ではな
いとして評価通達６の適用に言及することな
く，通達評価額を否認した課税処分が租税に
おける平等原則に反するか否かに判断を下し
た。すなわち，評価通達による画一的な評価
が「実質的な租税負担の公平に反するという
べき事情」があれば，「合理的な理由」がある
から評価通達の定める方法により評価した価
額を上回る価額によるものとすることは平等
原則に違反するものではなく，借入金による
不動産の取得行為によって相続税の負担が著

しく軽減され，相続人らはそれを意図して行
っていたのであるから，合理的な理由がある
として不動産鑑定評価額によるべきであると
判断した。上告人らの一連の行為を「租税負
担の軽減をも意図してこれを行った」と認定
して，これを評価通達によらない合理的理由
として通達評価額を否認した本判決の社会的
注目は大きい⑶。本件については下級審から多
くの判例評釈等⑷が発表された。
　本稿では，令和４年最高裁判決を素材とし
て，相続財産の時価評価を租税公平主義の視
点から検討するものである。租税公平主義は，
憲法を法的根拠とする租税法の基本原則であ
るが，その意義と内容を改めて確認する。そ
して，相続財産の時価評価を巡る問題のうち，
とりわけ評価通達によらない評価について，
従来の裁判例及び令和４年最高裁判決を素材
として租税公平主義の視点から検討する。

⑴　代表的な先行研究として，増田英敏「通達によ
る租税回避の否認の憲法適合性」専修大学法学研
究所紀要46号43頁（2021），谷口智紀「財産評価基
本通達・総則６項の適用をめぐる問題」島大法学
61巻３・４号141頁以下（2018），小池幸造監修＝
風岡範哉著『相続税・贈与税　通達によらない評
価の事例研究』（現代図書，2010），与良秀雄＝渡
邉正則『評基通によらない財産評価―「特別の事
情」の存否』（新日本法規出版，2019），大淵博義
「著名税務判決の判例理論とその不整合性」租税訴
訟13号82頁（2020）等がある。
⑵　最判令和４年４月19日民集76巻４号411頁。評釈
等として，増田英敏「最高裁令和４年４月19日判
決の問題点の検証：租税法律主義と租税正義の視
点から」税務弘報70巻８号85頁（2022），田中治
「判批」TKC税研情報31巻６号89頁（2022），谷口
智紀「財産評価基本通達総則６項の適用と平等原
則違反の有無」税理65巻７号150頁（2022），梶野
研二「令和４年４月19日最高裁判決から得られる
総則６項の意義と実務への影響」税理65巻10号
（2022），望月文夫「評価通達をめぐる最判令和４

年４月19日のもう一つの読み方」税理65巻11号162
頁（2022），木山泰嗣「評価通達によらない財産評
価と平等原則」税理65巻７号121頁（2022），品川
芳宣「判批」TKC税研情報41巻４号24頁（2022），
松田淳「総則６項をめぐる従前の裁判例と今回の
最高裁判決との相違点」税理65巻10号（2022），無
署名「総則６項の今後の運用体制を国税庁に取材
①」週刊税務通信3719号４頁（2022），無署名「総
則６項の今後の運用体制を国税庁に取材②」週刊
税務通信3721号２頁（2022），馬場陽「判批」月刊
税務事例54巻８号45頁（2022），渋谷雅弘「判批」
ジュリスト1575号105頁（2022）等がある。
⑶　日本経済新聞令和４年４月20日朝刊37頁等参照。
⑷　第１審判決の評釈として，増田英敏「判批」TKC
税研情報29巻５号１頁（2020），林仲宣＝谷口智紀
「判批」税務弘報68巻３号154頁（2020），品川芳宣
「判批」TKC税研情報29巻２号40頁（2020），廣木
準一「判批」ジュリスト1555号139頁（2021），控
訴審の評釈として，木山泰嗣「判批」税理65巻３
号168頁（2022），長島弘「判批」月刊税務事例53
巻12号48頁（2021）等がある。
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Ⅱ　租税公平主義の意義と内容

　憲法14条１項を法的根拠とする租税公平主
義は，税負担は国民の間に担税力に即して公
平に配分されなければならず，各種の租税法
律関係において国民は平等に取り扱われなけ
ればならない⑸とする租税法の基本原則の１つ
である。給与所得者が必要経費を実額控除で
きず，事業所得者等は実額控除できることを
定める所得税法の規定が憲法14条１項の平等
規定に違反し違憲であるかが争われた大島訴
訟最高裁判決⑹は，「憲法の右規定は，国民に
対し絶対的な平等を保障したものではなく，
合理的理由なくして差別することを禁止する
趣旨であつて，国民各自の事実上の差異に相
応して法的取扱いを区別することは，その区
別が合理性を有する限り，何ら右規定に違反
するものではないのである」と判示して，憲
法14条１項の平等は相対的平等概念を意味す
るとした。
　租税公平主義は，担税力に応じた課税を実
現できるよう租税法の立法過程を統制する立
法原理であり，租税法規の立案及び改廃過程
において最も尊重されるべき法的価値であ
る⑺。したがって，税負担の公平を阻害する租
税法規は，租税公平主義が憲法14条を法的根
拠にしているところから，憲法14条違反であ
るとして，違憲無効となる⑻。担税力に応じた

課税とは，同一の状況にある者は同一に取り
扱われるべきとする水平的公平と，異なる状
況にある者は異なって取り扱われるべきとい
う垂直的公平を意味する⑼。木村弘之亮教授
は，「平等原則は比較尺度そのものを提供して
いないという意味において，平等原則は空白
である。比較尺度は正しくあらねばならず，
法的共同体によって承認された正義に関する
価値判断（正義観）である」⑽と述べられ，平
等にとって重要な正義観は，体系を支える諸
原則すなわち日本国憲法に規範化されている
諸原則であるとされている。吉村典久教授は，
規範としての平等原則適用の判断過程におい
ては，まず比較対象の選定と同等性または異
質性の確認の作業が行われ，「水平的平等が適
用されるとき，次に，③同等性が確認された
場合，それぞれの取扱いの相違を確認，④比
較対象の中でどの取扱いが正しい取扱い（原
則）であるか，他の取扱いが間違った取扱い
（例外）であるかの確認（取扱いの優劣の判
定），の作業を行い，そして，⑤間違った取扱
（例外）を平等原則違反，つまり水平的平等違
反と結論付けることとなる」⑾と整理されてい
る。
　また，憲法14条の規定は，立法における平
等取扱を求めると同時に，法の執行における
平等を要請する⑿。したがって，担税力に応じ
た公平な租税負担の実現を目的として立法さ

⑸　金子宏『租税法〔第24版〕』（弘文堂，2021）88頁。
⑹　最判昭和60年３月27日民集39巻２号247頁。評釈
等として，金子宏「判批」別冊ジュリスト253号４
頁以下（2021），志賀櫻「大島訴訟再考」租税訴訟
７号115頁（2014），弓削忠史「租税立法の定立等
に関する基本的人権と司法等のあり方について ： 
大嶋訴訟の基本的な問題点と基調的な諸説を中心
にして」租税訴訟13号126頁（2020），碓井光明「判
批」ジュリスト837号24頁（1985），泉徳治「判批」

ジュリスト837号39頁（1985）等がある。
⑺　拙稿「租税法律主義と租税公平主義の相克と調
整⑴」島大法学65巻１・２号７頁以下（2022）参照。
⑻　同上。
⑼　金子宏『所得課税の法と政策』（有斐閣，1996）
１頁以下（初出，1972）。
⑽　木村弘之亮『租税法総則』（成文堂，1998）84頁。
⑾　吉村典久「租税平等主義（憲法14条）」日税研論
集77号13頁（2021）。
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れた租税法を，すべての国民に平等に適用す
ることを要請する執行原理である⒀といえる。
租税公平主義は，税法の執行をなす場合に当
たって，税法の観点から本質的に同じ場合を
恣意的に異なって取り扱い，または本質的に
異なる場合を恣意的に同じように取り扱うこ
とを禁ずる⒁。
　佐藤英明教授は，租税法律主義の内容の二
層化のなかで，平等取扱原則を次のように位
置づけられている⒂。すなわち，租税法律主義
の内容の核を課税要件法定主義とされ，次に，
納税者の予測可能性の確保という機能を果た
すことが求められるとする。そして，予測可
能性原則の内容として，①課税要件明確主義，
②遡及立法の禁止，③行政先例法成立の可能
性と信義則の適用可能性，④平等取扱原則を
挙げておられる。平等取扱原則が真に保護し
ようとするのは，納税者間の平等そのもので
はなく，平等に扱われるという確信ないし信
頼から生じた納税者の予測である⒃と述べてお
られる。
　租税公平主義の執行原理としての平等取扱

原則は，通達との関係が問題となる。相続税
法22条は，相続，遺贈又は贈与により取得し
た財産の価額は，当該財産の取得の時におけ
る時価によると定めているのみであり，相続
財産の時価評価は，課税実務では，相続税に
おける財産の評価基本通達を定めることによ
って，各財産の評価方法に共通する原則や各
種の財産の評価単位ごとの評価のやり方を規
定し，課税の統一，公平を図っている⒄。
　評価通達の意義は，相続財産の評価におけ
る租税公平主義の平等取扱原則の要請に見出
すことができる⒅。相続税法22条は相続財産の
時価により価格を算定すると規定し，平等取
扱原則を実現するために，評価通達は画一的
かつ詳細な評価方法を定めているということ
ができる。租税公平主義の視点からは，評価
通達は税務行政職員の評価における恣意性を
排除し評価の平等性を確保することに寄与し
ている⒆といえよう。
　一般に，評価通達による評価額は時価より
も低いとされている⒇が，この状態の下で，特
別の事情がないのに特定の納税者に対し当該

⑿　執行段階における租税法律主義と平等取扱原則
の関係が争点となった事例として，大阪高判昭和
44年９月30日高民集22巻５号682頁。同判決は，特
定の期間に法定より軽減された課税標準ないし税
率で課・徴税処分が大多数の税務官庁によって行
われ，追徴する見込みもない状況にあるときは，
「租税法律主義ないし課・徴税平等の原則により，
みぎ状態の継続した期間中は，法律の規定に反し
て多数の税務官庁が採用した軽減された課税標準
ないし税率の方が，実定法上正当なものとされ，
却つて法定の課税標準，税率に従つた課・徴税処
分は，実定法に反する処分として，みぎ軽減され
た課税標準ないし税率を超過する部分については
違法処分と解するのが相当である」と判示した。
評釈として，宇賀克也「判批」別冊ジュリスト228
号21頁（2016），巽智彦「判批」別冊ジュリスト
253号21頁（2021）等がある。

⒀　増田英敏『リーガルマインド租税法〔第５版〕』
（成文堂，2019）17-18頁。
⒁　清永敬次『税法〔新装版〕』（ミネルヴァ書房，
2013）33頁。
⒂　佐藤英明「租税法律主義と租税公平主義」金子
宏編『租税法の基本問題』（有斐閣，2007）65頁。
⒃　同上。
⒄　横浜地判平成11年10月25日税資245号91頁。
⒅　増田英敏「相続税法22条の『時価』と評価通達
６項の解釈（上）」税務弘報64巻10号71頁（2016）。
⒆　増田・前掲注⒀717頁。
⒇　金子・前掲注⑸96頁。同教授は，一般的に時価
よりも低く硬めの評価をすることは違法ではない，
という行政先例法が成立していると解するほかは
ないとされている。石島弘『課税標準の研究』（信
山社，2003）277頁参照。
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評価通達を適用せず，時価により評価するこ
とは，執行上の平等原則に反し，ここでは課
税の法律適合性は背後に退き，租税平等主義，
執行上の差別取扱いの禁止が優先される�と解
される。清永敬次教授は，評価通達によって
財産の評価が行われているときに，ある特定
の納税者については特別の事情がないにもか
かわらず別の基準による評価がなされるよう
な場合には，「その特定の納税者に対する別の
評価基準の適用がむしろ税法令の定めるとこ
ろに合致するような場合でも，この場合は税
法令への適合性の要請は退き，租税平等主義
により，特定の納税者に対する別の評価基準
の適用は恣意的な差別として許されないとい
うべきであろう」�と述べておられる。
　ここで問題となるのは，特定の納税者に別
の基準を用いて評価することが許されるよう
な特別の事情とは何かである。例えば，土地
の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡し
たため，相続人らに対する相続税の課税物件
は本件土地の所有権か売買代金債権かが争わ
れた事案において，東京高裁昭和56年１月28
日判決�は，土地の所有権をもって課税物件と
解すべきであるとしたうえで，「相続開始当時
における土地の評価額が取引価額によって具
体的に明らかになっており，しかも，被相続
人もしくは相続人が相続に近接した時期に取
引代金を全額取得しているような場合におい
て，その取引価額が客観的にも相当であると
認められ，しかも，それが通達による路線価

額との間に著しい格差を生じているときには，
右通達の基準により評価することは相続税法
二二条の法意に照らし合理的とはいえない」
として，土地の評価は取引価額によるべきで
あるとした。裁判所は，相続に近接した時期
に取引代金を取得している場合には，その取
引価額が客観的交換価値であり，契約額等と
評価通達による評価額との間に「著しい格差
が存しているとき」には取引実例額によるべ
きとしている。裁判所は，評価通達によらな
い評価が許容される特別の事情を，相続税法
22条の解釈から導いていると思われるが，相
続財産の評価がほとんどすべてを評価通達で
行っている評価実務の中で，相続税法22条に
基準を置いて平等原則を適用することには論
理的にかなり無理がある�との指摘がある。

Ⅲ　最高裁令和４年４月19日判決の判断構造

　第１審�は，評価通達による画一的な評価を
行うことが租税負担の実質的な公平を実現す
ることができるのであり，相続税法22条も「租
税法の基本原則の一つである租税平等主義を
当然の前提としている」としたうえで，「他
方，評価通達の定める評価方法を形式的に全
ての納税者に係る全ての財産の価額の評価に
おいて用いるという形式的な平等を貫くこと
によって，かえって租税負担の実質的な公平
を著しく害することが明らかである特別の事
情（評価通達６参照）がある場合には，他の
合理的な方法によって評価することが許され

�　木村・前掲注⑽86頁。
�　清永敬次『税法〔新装版〕』（ミネルヴァ書房，
2013）33頁。同旨，山田二郎編『実務租税法講義』
（民事法研究会，2005）13頁〔山田二郎〕。
�　東京高判昭和56年１月28日税資116号51頁。
�　石島・前掲注⒇276頁。

�　東京地判令和元年８月27日税資269号順号13304。
木山泰嗣教授は，相続開始前後の取引やその際の
借入れの経緯等をみたうえで評価通達による価額
との差異をみれば「特別の事情」を認めた本判決
は妥当であろう（木山泰嗣「判批」税理63巻６号
153頁（2020））と述べておられる。
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る」と解している。
　控訴審�は，原判決の「租税負担の実質的な
公平を著しく害することが明らかである特別
の事情があるか否かという観点」を「実質的
な租税負担の公平を著しく害し，法の趣旨及
び評価通達の趣旨に反することになるなど，
評価通達に定められた方法によることが不当
な結果を招来すると認められるような特別の
事情がある場合に当たるか否かという観点」
と改め，「処分行政庁は，飽くまで，本件各通
達評価額と本件各鑑定評価額との間の著しい
かい離から，本件各不動産を評価通達の定め
によって評価することが著しく不適当である
などとして，本件各不動産を評価通達の定め
によって評価しないもの」として，評価額の
開差は「それ自体が大きなものと認められる
し，それによって生ずる税額の差や，本件被
相続人及び控訴人らが，あえて，本件各不動
産の購入及び本件被相続人の本件相続開始時
の残債務に係る各借入れ（本件各借入れ）が
近い将来発生することが予想される本件被相
続人の相続において控訴人らの相続税の負担
を減じ又は免れさせるものであることを知り，
かつ，それを期待して，本件各不動産の購入
及び本件各借入れを企画して実行し，その結
果，本件各借入れ及び本件不動産の購入がな
ければ，本件相続に係る課税価格は６億円を
超えるものであったにもかかわらず，本件各
通達評価額を前提とする本件各申告による課
税価格は2826万1000円にとどまり，基礎控除
により本件相続に係る相続税は課税されない
ことになることなどからすると･･････本件各
不動産については，評価通達の定める評価方
法によっては適正な時価を適切に算定するこ
とができないものと認められ，評価通達の定
める評価方法によって評価した価額を時価と

することは，かえって租税負担の実質的な公
平を著しく害することが明らかであると認め
られる。」として，不動産鑑定評価額によるこ
ととした。
　上記控訴審判決は，「相続税法22条の規定も
いわゆる租税法の基本原則の一つである租税
平等主義を当然の前提としているもの」とし
て，相続税法の趣旨から評価通達による評価
を認める場合の租税平等主義を形式的平等と
とらえているものの，評価通達によらない「特
別の事情」の判断にあたっては実質的平等を
前提としており，その実質的平等に反する評
価を行うことが，「法の趣旨及び評価通達の趣
旨」に反することにつながると判断している�。
　上告人らは，本件課税処分は法の執行にお
ける平等取扱原則に反し違憲であることを上
告理由の一つとして主張している。すなわち，
「上告人らは，本件各不動産と同様の条件（同
一路線価等の近隣の不動産を指す）にある不
動産の時価評価には評価通達による評価が行
われているにもかかわらず，本件各不動産に
は取得価格に近似する鑑定評価を用いて評価
するという，差別的取り扱いは，憲法が保障
する平等取扱原則に反し，違憲であると主張
しているのであるから，その主張を否定する
のであれば，なぜ，平等原則に違反している
とは認められないのか，その合理的理由が明
示されなければならない。」との主張である�。
　最高裁は，相続税法22条の時価は客観的交
換価値を意味すると解したうえで，評価通達
に法的効力はなく，「相続税の課税価格に算入
される財産の価額は，当該財産の取得の時に

�　東京高判令和２年６月24日税資270号順号13417。
�　加藤友佳「納税者による通達によらない財産評
価」租税法研究50号54頁（2022）。
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おける客観的な交換価値としての時価を上回
らない限り，同条に違反するものではな」い
としている。そして，「本件各更正処分に係る
課税価格に算入された本件各鑑定評価額は，
本件各不動産の客観的な交換価値としての時
価であると認められる」という原審の判断を
前提として，「これが本件各通達評価額を上回
るからといって，相続税法22条に違反するも
のということはできない」と判断した。
　最高裁は，評価通達によらない評価の合理
性に関して，「他方，租税法上の一般原則とし
ての平等原則は，租税法の適用に関し，同様
の状況にあるものは同様に取り扱われること
を要求するものと解される」として，一般原
則としての平等原則は，同様の状況にあるも
のを同様に扱うことを要求するとしている。
そして，「評価通達は相続財産の価額の評価の
一般的な方法を定めたものであり，課税庁が
これに従って画一的に評価を行っていること
は公知の事実であるから，課税庁が，特定の
者の相続財産の価額についてのみ評価通達の
定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることは，たとえ当該価額が
客観的な交換価値としての時価を上回らない
としても，合理的な理由がない限り，上記の
平等原則に違反するものとして違法というべ
きである。」として，課税庁は，評価通達に従
って画一的に評価しているところ，特定の者
の相続財産の価額についてのみ，合理的な理
由もなく通達評価額を上回る評価を行うこと
は平等原則に反して違法であるとしている。

　他方，「もっとも，上記に述べたところに照
らせば，相続税の課税価格に算入される財産
の価額について，評価通達の定める方法によ
る画一的な評価を行うことが実質的な租税負
担の公平に反するというべき事情がある場合
には，合理的な理由があると認められるから，
当該財産の価額を評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回る価額によるものとす
ることが上記の平等原則に違反するものでは
ないと解するのが相当である。」としている。
最高裁は，「実質的な租税負担の公平に反する
というべき事情がある場合」には，「合理的な
理由」があるとして，通達評価額を上回る評
価を行っても，平等原則に違反するものでは
ないとした。さらに，「これを本件各不動産に
ついてみると，本件各通達評価額と本件各鑑
定評価額との間には大きなかい離があるとい
うことができるものの，このことをもって上
記事情があるということはできない。」とし
て，評価額の開差は「合理的な理由」にあた
らないとしている。
　そして，実質的な租税負担の公平に反する
というべき事情（合理的な理由）について，
「本件購入・借入れが行われなければ本件相続
に係る課税価格の合計額は６億円を超えるも
のであったにもかかわらず･･････相続税の総
額が０円になるというのであるから，上告人
らの相続税の負担は著しく軽減されることに
なるというべきである。そして，被相続人及
び上告人らは，本件購入・借入れが近い将来
発生することが予想される被相続人からの相

�　上告人らは，上記の理由のほかに２点主張して
いる。第１に，総則６項の特別の事情の射程は相
続税法22条の文理解釈から導出されなければなら
ず，同条は節税や租税回避の否認までも評価通達
に授権していないのであるから，本件課税処分は

相続税法22条を拡大解釈したことによる租税法律
主義違反があると主張する。第２に，更正処分の
更正決定書に理由附記の不備があるため本件課税
処分は手続保障原則に反すると主張する。
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続において上告人らの相続税の負担を減じ又
は免れさせるものであることを知り，かつ，
これを期待して，あえて本件購入・借入れを
企画して実行したというのであるから，租税
負担の軽減をも意図してこれを行ったものと
いえる。そうすると，本件各不動産の価額に
ついて評価通達の定める方法による画一的な
評価を行うことは，本件購入・借入れのよう
な行為をせず，又はすることのできない他の
納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡
を生じさせ，実質的な租税負担の公平に反す
るというべきであるから，上記事情があるも
のということができる。」と判断した。
　最高裁はまず，租税法上の一般原則として
の平等原則は，同様の状況にある者を同様に
取り扱うことを求めるとして，これまで下級
審の判断で示された租税平等主義やその根拠
条文である憲法14条１項に言及していない。
　次に，課税庁が評価通達に従い画一的な評
価を行っていることは公知の事実であるから，
「課税庁が特定の者の相続財産の価額に対して
のみ，理由なく，通達評価額を上回るものと
することは，平等原則に反して違法である」
としつつ，他方，画一的な評価が「実質的な
租税負担の公平に反するというべき事情」が
あれば，「合理的な理由」があるから評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価

額によるものとすることは平等原則に違反す
るものではないと解している。
　そして，通達評価額と鑑定評価額の間の乖
離は「合理的な理由」にあたらず，本件購入・
借入れによって相続税の負担が著しく軽減さ
れ，相続人らはそれを意図して行っていたの
であるから，「本件購入・借入のような行為を
せず，又はすることのできない他の納税者」
との間に「看過しがたい不均衡を生じさせ，
実質的な租税負担の公平に反する」から，上
記事情（合理的な理由）があるとした。

Ⅳ�　評価通達によらない相続財産の評価を
巡る裁判例の概観

　評価通達によらない評価が課税庁により主
張された裁判例の判断の構造を概観する。東
京地裁令和２年11月12日判決�は，第１に，
「相続税法22条は，同法第３章で特別の定めが
あるものを除くほか，相続等により取得した
財産の価額は，当該財産の取得の時における
時価による旨を定めているところ，ここにい
う時価とは，当該財産の客観的な交換価値を
いう」として，相続税法22条にいう時価を客
観的交換価値であると解している�。
　第２に，「課税実務においては，評価通達に
よって各種財産の評価方法に共通する原則や
各種財産の評価単位ごとの評価方法が定めら

�　東京地判令和２年11月12日税資270号順号13481。
�　山田重將「財産評価基本通達の定めによらない
財産の評価について―裁判例における『特別の事
情』の検討を中心に―」税務大学校論叢80号147－
148頁（2014）は，評価通達６の適用に係る裁判例
を分析され，特別の事情の有無の判断過程には，
ほぼ共通して①評価通達による評価方法を形式的
に適用することの合理性が欠如していること，②
他の合理的な時価の評価方法が存在すること及び
③評価通達による評価方法に従った価額と他の合

理的な時価の評価方法による価額の間に著しい乖
離が存在することを指摘され，①「評価通達によ
る評価の合理性の欠如」及び③「時価により近似
する価額との著しい乖離が客観的に存在すること
を指摘するもの〔価額乖離型〕と，①及び③を肯
定するにあたり，納税者が「経済的合理性が欠如
した行為を介在させて，意図的に租税負担を軽減
させていること」を指摘するもの〔租税回避型〕
の二類型が存在すると整理されている。
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れ，原則としてこれに定められた画一的な評
価方法によって当該財産の評価を行う」こと
とされ，このような取扱いは「当該財産の評
価に適用される評価通達の定めが適正な時価
を算定する方法として合理性を有するもので
ある場合には，納税者間の公平，納税者の便
宜，徴税費用の節減といった観点からして相
当」であるとしている�。
　第３に，「租税平等主義に照らせば，特定の
納税者あるいは特定の財産についてのみ，評
価通達の定める評価方法以外の評価方法によ
ってその価額を評価することは，原則として
許されないものというべき」であるとして，
租税法の基本原則である租税平等主義の観点
から，評価通達による評価が原則であるとし
ている。
　第４に，「評価通達の定める評価方法によっ
ては適正な時価を適切に算定することができ
ないなど，評価通達の定める評価方法を形式
的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の
評価において用いるという形式的な平等を貫
くことによって，かえって租税負担の実質的
な公平を著しく害することが明らかであると
いえるような特別の事情がある場合には，他
の合理的な方法によって評価することが許さ
れる」として，例外的に評価通達によらない
評価が許される場合があるとしている。評価
通達によらない評価が許容されるのは，特別
の事情が存する場合であり，特別の事情とは，
租税負担の実質的な公平を著しく害すること
が明らかであるといえるような事情であると
している。
　下級審の裁判例において，多少の表現の違
いはあるが，上記のような枠組みの下で判断
がなされている。すなわち，相続税法22条の
「時価」は「客観的交換価値」であるとの解釈

の下で，相続財産を原則として財産評価基本
通達によって評価することを租税公平主義の
下で合理的であるとしつつ，他方で，評価通
達を形式的に適用することによって実質的な
租税負担の公平が著しく害される「特別の事
情」がある場合には，評価通達以外の評価方
法も許容されるとしている。
　東京地裁令和２年11月12日判決は，「本件不
動産に係る本件通達評価額と本件鑑定評価額
とのかい離の程度が極めて大きく，これによ
って本件相続税の額にも大きな差が生じてい
ることに加えて，本件被相続人及び原告Ａが
上記のような評価額の差異によって相続税額
の低減が生じることを認識し，これを期待し
て本件不動産を取得したことに照らせば，本
件不動産については，評価通達の定める評価
方法によって財産を評価することによって，
かえって租税負担の実質的な公平を著しく害
することが明らかである」から，特別の事情
があるとして，相続財産である不動産の時価
は不動産鑑定評価額によるべきであるとした。
同判決では，①通達評価額と鑑定評価額の乖
離が極めて大きいこと，②評価額の乖離によ
って課税額にも大幅な差が生じていること，
③評価額の差異によって相続税負担が減少す
ることを認識したうえで，不動産の取得及び
借入れが行われたことの３点が，租税負担の
実質的な公平を著しく害する特別の事情であ
ると認定している。
　控訴審�は，原判決を支持するものであった
ことに加え，控訴人（原告）の「評価通達に
よる評価が納税者間の租税負担の実質的な公

�　通達による評価の合理性として，国民の納税義
務の適正な履行の確保（国税通則法１条，相続税
法１条参照）を挙げるものとして，神戸地判平成
29年３月７日税資267号順号12988。
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平を図るための原理原則である以上，原則に
対する例外を適用するには極めて慎重である
べきであり，納税者にとって予測可能性のあ
る明確な基準がなければならない。本件各更
正処分においては，そのような基準は明らか
にされておらず，本件各更正処分は，国民の
租税に対する予測可能性を著しく失わせる不
当なものであり，租税法律主義の趣旨に反し，
評価通達６の適用に関する行政庁の裁量の範
囲を著しく逸脱するものであるから，違法で
ある」との主張について，「相続税を減少させ
る目的で本件不動産を相続開始時の直前に15
億円で購入しているのであるから，評価通達
の定めによる評価額と現実の取引価格との間
に著しいかい離があることは十分認識してい
たというべきであり，現実の取引価格によっ
て課税されることについて予測可能性がなか
ったということはできない」として，控訴人
の主張を認めなかった。
　東京地裁平成５年２月16日判決�は，借入金
で不動産を購入するという行為が行われた場
合に画一的に評価通達に基づいて評価すると，
不動産以外に多額の財産を保有している被相
続人にとって，結果としてその他の相続財産
の課税価格が大幅に圧縮されることとなるか
ら，「このような事態は，他に多額の財産を保
有していないため，右のような方法によって

相続税負担の軽減という効果を享受する余地
のない他の納税者との間での実質的な租税負
担の公平を著しく害し，富の再分配機能を通
じて経済的平等を実現するという相続税の目
的に反するものである」とした。そして，実
質的な租税負担の公平を図る見地から，評価
通達によらない評価が許容される場合とは「被
相続人が敢えて銀行から資金を借り入れて債
務を負担し，その借入金によって不動産を取
得することにより，その債務を相続債務とし
て計上し，結果としてその債務額を他の積極
財産の価額から控除されるという利益を享受
することとなる場合であることを要するもの
である。」と判断した。
　東京地裁平成４年７月29日判決�も，原告の
借入金による不動産の取得行為を「経済的合
理性を無視した異常ともいうべき取引」であ
るとして，「他に多額の財産を保有していない
ため，右のような方法を採った場合にも結果
として他の相続財産の課税価格の大幅な圧縮
による相続税負担の軽減という効果を享受す
る余地のない納税者との間での実質的な租税
負担の公平という観点からして看過し難いも
のといわなければならず，また，租税制度全
体を通じて税負担の累進性を補完するととも
に富の再分配機能を通じて経済的平等を実現
するという相続税法の立法趣旨からして著し

�　東京高判令和３年４月27日〔未公刊・裁判所ウ
ェブサイト未掲載〕LEX/DB25590431。評釈とし
て，長島弘「判批」月刊税務事例54巻３号19頁
（2022）。
�　東京地判平成５年２月16日税資194号240頁。同
判決は，「特別の事情」という用語を用いずに判断
を下している。
�　東京地判平成４年７月29日税資192号180頁。同
判決について，このマンションは本来の事業目的
に供する意図はなく，租税軽減にのみ利用するた

めのものであり，その取得と譲渡は租税負担の回
避のみの行為と評価でき，その結果，被相続人は
マンション取得前の財産状態に復した（何もしな
い状態）にもかかわらず，通達評価額と売買価額
（時価）との開差にかかる相続税の多額な負担軽減
のタックスメリットを享受したという不合理，不
公平なものであり，これを是正するために総則６
項が適用されたことは首肯できる（大淵・前掲注
⑴76頁）との見解がある。
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く不相当なものというべきである。」として，
評価通達によらない評価を認めている。上記
２つの判決は，多額の相続財産を保有してお
り一連の行為によって税負担の軽減という効
果を享受できる納税者と，多額の相続財産を
保有していないため，借入金による不動産取
得行為を行っても他の相続財産の課税価格の
圧縮による税負担の軽減という効果を享受で
きない他の納税者との間の実質的な租税負担
の公平を図るという観点から，評価通達によ
らない特別の事情があるとした。
　また，評価通達によって評価されることに対
する納税者の信頼の保護の必要性について，東
京地裁平成４年７月29日判決は，「本件のよう
な場合において右の信頼によって保護される利
益というのは，要するに他の納税者との対比に
おいて実質的公平の観念に反するような形で税
負担の軽減を享受しうる利益を言うにすぎず，
そのような利益は，それ自体法的な保護に値す
るものとは考えられない」としている。
　東京地裁平成４年３月11日判決�は，「被相
続人が相続開始直前に借り入れた資金で不動
産を購入し，相続開始直後に右不動産が相続
人によってやはり当時の市場価格で他に売却
され，その売却金によって右借入金が返済さ
れているため，相続の前後を通じてことがら
の実質を見ると当該不動産がいわば一種の商
品のような形で一時的に相続人及び被相続人

の所有に帰属することとなったに過ぎないと
も考えられるような場合についても，画一的
に評価通達に基づいてその不動産の価額を評
価すべきものとすると，他方で右のような取
引の経過から客観的に明らかになっているそ
の不動産の市場における現実の交換価格によ
ってその価額を評価した場合に比べて相続税
の課税価格に著しい差を生じ，実質的な租税
負担の公平という観点からして看過し難い事
態を招来することとなる場合がある」として，
相続前後の資金の借入れと不動産の取得とい
う経緯から，不動産の市場における現実の交
換価格によってその価額を評価した場合と画
一的に評価通達に基づいた評価額で評価した
場合を比較して，相続税の課税価格に著しい
差を生じることが実質的な租税負担の公平に
反すると判断している。

Ⅴ�　相続財産の時価評価における租税法律
主義と租税公平主義の相克と調整

１　令和４年最高裁判決の特徴

　東京地裁平成４年３月11日判決は，相続前
後における不動産の取得行為が相続税の負担
軽減を意図したものであると認定しつつ，不
動産の市場における現実の交換価格と評価通
達による評価額に著しい開差があることから
実質的な租税負担の公平に反するとしている�

�　東京地判平成４年３月11日税資188号639頁。評
釈として，品川芳宣「判批」税研45号49頁（1992）
等がある。
�　占部裕典「財産評価通達の課題」三木義一先生
古稀記念論文集編集委員会編『現代税法と納税者
の権利』（法律文化社，2020）151頁は，ここでの
実質的な租税負担の公平は，当該不動産を借入金
ではなく自己資金で購入，かつ直ちに譲渡（売買）
した代金で借入金に係る債務を弁済しないとした

場合に生じる課税価格と比較しているものと解さ
れるとしている。また，同教授は，財産評価通達
６制定後の裁判例の中には，その制度趣旨として
「租税負担の実質的な公平」を強調するものがあ
り，「課税の公平」，「納税者間の公平」，「実質的な
平等」として用いられてきた財産評価通達の当初
の趣旨・目的が，相続税の課税の公平といった大
上段的な視点から，拡大されてきている（同上・
146頁）と述べておられる。
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が，東京地裁平成４年７月29日判決及び東京
地裁平成５年２月16日判決は，一連の行為に
よって多額の相続財産を保有しているため税
負担の軽減できる納税者と，多額の相続財産
を保有しておらず，相続財産の課税価格の圧
縮による税負担の軽減という効果を享受でき
ない他の納税者との実質的な租税負担の公平
を図るとしており，実質的な租税負担の公平
が拡大されているとみることができる。
　令和４年最高裁判決の特徴の１つは，時価
主義を定める相続税法22条違反の問題につい
ては，評価通達が通達に過ぎない点から違反
の問題は生じないと断じており，「事情」（合
理的な理由）の有無によって，課税処分に平
等原則違反が生じるか否かのみを問題にする
ところにあるといえる�。
　従来の下級審の判断は，原則として通達に
拘束される根拠を租税平等主義に求めるが，
これは画一的な平等ないし相当強度な形式的
平等であるから，何を異なる状況とみるかは
別として，異なる状況にあるのに通達評価に
拘束されることとなると，実質的平等の観点
から問題であるとも考えられる�。令和４年最
高裁判決は，同様の状況にある者を同様に取
り扱わなければならないが，合理的な理由が
あれば，評価通達によらずに評価することは

平等原則に違反するものではないとして，異
なる状況にある者は異なって取り扱わなけれ
ばならないということを述べるが，同様の状
況にあるか否か，異なる状況にあるか否かを
判断する基準を示していない。異なる状況に
あるとはどういう状態を指すのか，そして，
その状況にある者をどのように異なって取り
扱うべきかという基準が示されないまま，実
質的な租税負担の公平の観点から判断を行っ
ている点も，最高裁判決の特徴であるといえ
る。
　そして，課税の公平上，異なる状況にある
者をどのように異なって取り扱うべきかは，
課税庁や裁判所が一方的に決めることができ
るものではなく，あらかじめその内容を定め
ることは，立法府の専権事項である�。また，
納税者が採用した評価方法が時価を反映した
ものかどうかが争われているにもかかわらず，
課税庁が採用した評価通達によらない鑑定評
価が平等原則に反しないという結論になって
いる。課税価格の差異が生ずるのは，借入金
の有無ではなく，通達評価額と実勢価格の差
額にある�し，平等原則を持ち出すまでもなく
時価を反映する方法か否かが問われるべき事
案であったように思われる�。
　最高裁は，本件購入・借入れのような行為

�　木山泰嗣教授は，最高裁の採用した事情法理は，
従前の下級審の裁判例が採用してきた特別事情論
と異なり，「平等原則」から検討されており，これ
は，評価通達による財産評価が税務行政において
定着している現状から，課税庁による「納税者の
取扱いの平等」を保障すべきとする考えといえる
であろうとの見解を示されている（木山泰嗣「相
続税の財産評価における評価通達によらない事情
法理」青山ビジネスロー・レビュー12巻１号56頁
（2022））。
�　「租税法の過去」分科会記録「相続税・贈与税に

おける租税回避」租税法研究50号64頁（2022）〔倉
見智亮発言〕。
�　田中・前掲注⑵89頁。
�　大淵・前掲注⑴82頁。
�　山崎広道「租税公平主義」税研38巻４号51頁
（2022）。課税価格算入額が客観的交換価値として
の時価といいうるか否かを真正面から問う判断構
造を備えていないと指摘するものもある（倉見智
亮「相続税財産評価における平等原則の適用」税
理66巻３号233頁（2023））。
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をせず，又はすることのできない他の納税者
と上告人らとの間の実質的な租税負担の公平
に反するとしているが，「本件購入・借入れの
ような行為をしない他の納税者」は，相続財
産を有し，事業承継目的を有するという意味
において上告人らと同様の状況にある者を指
すが，「本件購入・借入れをすることのできな
い他の納税者」は，そもそも相続税負担が生
じない納税者を含む，上告人らと同様の状況
にない者を指すといえる�。後者については，
本件で比較の対象とすることが妥当か否か疑
問である。田中治教授は，「明文の根拠規定と
基準がないままで，適正な評価が問われるべ
き場面において課税の公平論に傾斜すること
は相当ではない。また，評価の合理性そのも
のとは違う理由で当該通達を特定の者に適用
しないことが，かえって平等取扱原則に反す
る場合もありえよう」�と指摘をされている。

２�　租税法の基本原則からの検討―予測可能
性の視点から

　令和４年最高裁判決や下級審を支持する見
解は，被相続人らが相続開始直前に行った不

動産の取得行為の経済的不合理性に着目し，
相続税や相続税法の目的に反する点を指摘す
る�。また，国税庁は，今後は通達評価額と通
達以外の評価額の乖離の程度だけでなく，結
果として税額へのインパクトが大きければ総
則６項により否認されるリスクが高いとの見
解を示している�。
　本稿では，租税公平主義の意義と内容を確
認し，同基本原則の視点から評価通達によら
ない相続財産の評価を巡る裁判例を検討して
きたが，租税法全体を支配する基本原則であ
る租税法律主義からの検証も重要である。租
税法全体を支配する基本原則とされる租税公
平主義と租税法律主義は，いずれも憲法規定
を法的根拠としているゆえに，単に理論的な
側面からのみでなく，実質的にも両者は租税
法規に法的な統制を加えているといえる�。両
基本原則は租税正義実現のための手段であり，
両者が有機的に機能することが，租税正義の
実現に不可欠である�。
　とりわけ，租税法の解釈適用段階において，
租税法律主義と租税公平主義の相克する場面
では，両者の調和をいかなる基準により図る

�　谷口・前掲注⑵150頁。
�　田中治『田中治税法著作集第１巻租税の存在理
由と租税法律主義の現代的意義』（清文社，2021）
105頁（初出，2008）。
�　望月・前掲注⑵162頁は，かなりの高齢になっ
て多額の借入れを行って，不動産を購入するのは，
返済が前提ではなく，相続税額の減少のための借
入れとしか認められないため経済的に不合理であ
るから，最高裁判決には問題がないと評価してい
る。廣木・前掲注⑷142頁は，評価通達は，納税
者間の公平や納税者の便宜等のために設けられて
いるものであり，評価通達を形式的に適用するこ
とによって相続税制度の目的に反することとなり，
かつ納税者の便宜という目的のために必要でもな
い場合（相続前後の比較的近い時期の取引等によ
り時価ないし時価の近似値が把握可能な状態）で

あれば，評価通達を形式的に（逆手をとって）適
用するということは相続税制度の目的に反し，評
価通達の仕組みを濫用するものであると指摘する。
�　無署名・前掲注⑵3721号３頁は，「2500万円の不
動産を通達評価額1000万円と評価した事案と25億
円の不動産を通達評価額10億円と評価した事案で
は，いずれも乖離率は同じ2.5倍ですが，税額への
インパクトから後者の方が総則６項により否認さ
れるリスクは高いとみられます。実際の税務調査
の事案では，評価額の乖離の程度だけでなく，税
額に与える影響も考慮される模様です」と述べて
いる。
�　増田英敏『租税憲法学〔第３版〕』（成文堂，
2006）３頁。
�　増田英敏「続・実践租税正義学〔第71回〕」税務
弘報63巻４号152頁（2015）。
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べきかについて，松沢智教授は，両原則の関
係を次のように述べておられる。すなわち，
「租税法の解釈・適用にあたって拠るべき基準
は，究極のところ，何が租税正義に合致する
ものかどうかの点に帰することとなる。けだ
し，『租税法律主義の原則』といい，『負担公
平の原則』といっても，結局は，租税正義の
実現の手段・方法であって，租税法の解釈は，
究極において，いわば国民の通念たる租税正
義に合するものでなければならないとする趣
旨を表現しようとしたもの」�とされたうえ
で，租税法律主義と租税公平主義は，「形式と
実質の両輪として，ともに租税正義に奉仕す
るものであるが，前者は，専ら納税者のため
の経済取引における予測可能性と法的安定性
の確保に指向し，後者は，租税制度自体の成
立の基礎的理念を構成する」�と整理されてい
る。租税公平主義は立法原理として位置づけ
られ，租税法律主義は租税法の解釈適用を支
配する基本原則であるということができる。
　経済生活が複雑多様化する現代においては，
納税者の予測可能性と法的安定性の確保が重
視される。租税法律主義の機能である納税者
の予測可能性の確保が，納税者自らが租税実
体法を解釈・適用することにより納税義務の
範囲を算定する申告納税制度の生命線である�

といえる。租税法の解釈において，租税法規
の文言から離れて立法目的や制度趣旨を重視
する解釈は，租税法律主義の下では許されな
いと�解すべきである。

　評価通達によらない評価を認める裁判例は，
相続税法22条が相続財産を時価によって評価
すると規定するのみであり，時価は客観的交
換価値であると解しても，通達に定められた
評価方法以外にも評価方法が存在することか
ら，何が客観的交換価値であるかが裁判所に
よって正面から検討されておらず，担税力に
応じた課税，法あるいは通達の制度趣旨，納
税者の予測可能性といった様々な要素が並列
してその判断に持ち込まれている。実質的な
租税負担の公平を強調することにより，相続
財産の時価評価における納税者の予測可能性
は著しく害される結果となる。
　東京高裁令和３年４月27日判決において，控
訴人は評価通達によらない評価を例外的に認め
る評価通達６の適用基準が示されておらず，納
税者の予測可能性を著しく害すると主張した
が，本件不動産の購入は相続税の負担を減少さ
せる目的で相続開始の直前に行われたのである
から，「評価通達の定めによる評価額と現実の
取引価格との間に著しいかい離があることは十
分認識していたというべきであり，現実の取引
価格によって課税されることについて予測可能
性がなかったということはできない」と判断し
ている。東京地裁平成４年７月29日判決も，実
質的公平の観念に反するような形で税負担の軽
減を享受しうる利益は，法的な保護に値するも
のではないとしている。
　佐藤英明教授は，租税法律主義の内容とそ
れらの関係性について，課税要件法定主義は

�　松沢智『新版租税実体法〔補正版〕』（中央経済
社，1999）18頁以下。

�　同上。
�　増田・前掲注⒀65頁。
�　清永・前掲注�35頁。中川一郎博士は，「税法
の解釈とは，文字・文言・文章によつて表現され

ている税法的な意味を認識することであつて，創
造することではない。解釈をするものが，法文を
一つの資料ないしは手掛かりとして，税法的な意
味を創作することが，税法の解釈ではない」（中川
一郎『税法学巻頭言集』（清文社，2013）323頁（初
出，1966））と述べておられる。
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予測可能性原則に優先され，租税法律主義の
内容である予測可能性原則は，租税公平主義
に優先するとされたうえで，このルールに抵
触しない範囲で，租税負担の実質的公平性の
確保は形式的公平性の実現に優先すると述べ
ておられる�。そして，相続税における不動産
の駆け込み取得の事案などを念頭に置くと，
予測可能性を重視するという枠組みの中でも，
実質的な租税負担の公平に関して常識的に妥
当な結果を得るための柔軟な対応を可能にす
る必要性も，また，存するように思われる�と
の見解を示されている。
　平等取扱原則によって保護しようとしてい
るのが，平等に扱われるという納税者の予測
であるとの理解に立てば，評価通達によらな
い合理的な理由として，上告人らの相続税負
担軽減の目的を重視した令和４年最高裁判決
は，そのような税負担軽減行為を理由に上告
人らの予測が法的保護に値しないと考えたと
いえる。この点については，合理的な理由の
存在が直ちに個別評価を通じて課税価格算入
額に影響を及ぼすことを踏まえれば，このよ
うに画一的評価を受けるという納税者の予測
の正当性を問う判断枠組みは，財産の時価評

価の問題を財産評価の公平の問題に置き換え
たうえで，財産の価額に影響を及ぼさない事
情を考慮要素として取り組むことで，　納税者
の税負担軽減行為を制裁的に阻止する危険性
をはらんでいる�と指摘されている。
　東京高裁令和２年６月24日判決は，「実質的
な租税負担の公平を著しく害し，法の趣旨及
び評価通達の趣旨に反することになる」場合
が特別の事情にあたるとしており，通達評価
の合理性を形式的な平等から判断しつつ，特
別の事情を実質的な租税負担の公平から判断
している。この点について，評価通達に基づ
く評価方法か評価通達によらない評価方法か
の決定に際し，形式的平等から実質的平等と
いう平等原則の変更が裁判所の判断として行
われており，この時価判断に伴う平等原則の
性質変更という大きな法解釈的問題が生じる
場面において，通達の趣旨が評価方法の選定
に影響を与えることは財産評価において不明
確な要素が多くなり，納税者の予測可能性確
保が困難になろう�との見解がある。
　評価の側での対応の遅れなどの制度の不十
分さを，納税者の税負担の意図やそのための
行為に結び付けて，課税をするのは，租税実

�　佐藤・前掲注⒂70頁。
�　同上・71頁。同教授は，借入金を伴う不動産の
駆け込み取得の場合に，当該不動産が評価通達に
基づいて評価され額面で評価される借入金との差
額を相続税の租税回避に持ちうると考えた納税者
の予測は法的保護に値しない，と判断されたと理
解すればよいからであると述べておられる。
�　倉見・前掲注�235頁。谷口勢津夫教授は，最
高裁判決について，「租税法上の一般原則としての
平等原則」の「表層」においては判例・通説の平
等判断枠組みを確認しながらも，その「深層」に
おいてはその判断枠組みを濫用するものであると
評価されている（谷口教授と学ぶ「税法基本判例」
第15回「『租税法上の一般原則としての平等原則』

と事実認定による否認論」https://profession-net.
com/professionjournal/tax-article-440/〔令和５年
３月28日最終確認〕）
�　加藤・前掲注�55頁。同准教授は，東京地判平
成27年12月17日税資265号順号12771（平成27年判
決）及び令和２年判決を納税者の予測可能性の観
点から比較すると，平成27年判決は評価通達の合
理性及び「特別の事情」の判断にあたり，一貫し
て相続税法の趣旨から導かれる形式的平等を前提
に判断している一方，令和２年判決は評価通達の
合理性を形式的平等から判断し，「特別の事情」を
実質的平等から判断しており，さらにその根拠と
して法の趣旨だけでなく評価通達の趣旨も加えて
いると整理されている。
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体法における厳格な課税要件を不可欠として，
これを立法化してきたわが国の租税立法の歴
史と理念に明確に反するものである�。公平な
負担と平等な取扱いが実現できないのであれ
ば，実質的な租税負担の公平という考え方を
具体的事案に持ち込んで課税の平等を実現す
べきではなく，課税の平等は立法によって実
現されるべきもの�といえよう。

Ⅵ　結論

　本稿の目的は，相続財産の時価評価を巡る
問題について，令和４年最高裁判決を素材と
して租税公平主義の視点から検討を行うこと
にあった。評価通達によらない評価が認めら
れるか否かの判断において，従来の下級審と
比較して，令和４年最高裁判決には以下の特
徴がみられる。
　第１に，従来の下級審では，相続財産を原
則として評価通達によって評価することを租
税公平主義の下で合理的であるとしつつ，他
方で，評価通達を形式的に適用することによ
って実質的な租税負担の公平が著しく害され
る「特別の事情」がある場合には，評価通達
以外の評価方法も許容されるとするが，令和
４年最高裁判決は，「租税法上の一般原則とし
ての平等原則」の観点から，画一的な評価が
実質的な租税負担の公平に反するというべき
「事情」があれば，「合理的な理由」があるか
ら評価通達の定める方法により評価した価額
を上回る価額によるものとすることは平等原
則に違反するものではないと判示している。
しかし，問題は，令和４年最高裁判決にいう
平等原則は，同様の状況にある者を同様に取
り扱うとしているが，同様の状況とはいかな
る状況を指すのかを具体的に示していない。
　第２に，令和４年最高裁判決は，通達評価

額と鑑定評価額の間の乖離は合理的な理由に
あたらず，本件購入・借入れによって相続税
の負担が著しく軽減され，相続人らはそれを
意図して行っていたのであるから，「本件購
入・借入のような行為をせず，又はすること
のできない他の納税者」との間に「看過しが
たい不均衡を生じさせ，実質的な租税負担の
公平に反する」から，評価通達によらない評
価が認められる事情（合理的な理由）がある
とした。この点，従来の裁判例及び令和４年
最高裁判決の下級審では，評価通達６を前提
に，①通達評価額と鑑定評価額の乖離が極め
て大きいこと，②評価額の乖離によって課税
額にも大幅な差が生じていること，③評価額
の差異によって相続税負担が減少することを
認識したうえで，不動産の取得及び借入れが
行われたことの３点が，租税負担の実質的な
公平を著しく害する「特別の事情」（評価通達
６の定める「著しく不適当と認められる場
合」）であるとしている。
　令和４年最高裁判決にいう租税法上の一般
原則としての平等原則は，平等取扱原則を内
容とするものであるが，相続税負担軽減の意
図があり，銀行から融資を受けて不動産を購
入した結果，租税負担が軽減されたから実質
的な公平に反し，そのことをもって差別的取
り扱いが許容される合理的な理由になるとす
る論旨は，到底受け入れることはできない�。
また，上告人らの租税負担減少の意図やそれ

�　田中・前掲注⑵91頁。
�　山崎・前掲注�51頁。
�　増田・前掲注⑵94頁。少なくとも，銀行融資を
得て不動産を購入することは通常であり，借入金
を利用した不動産購入が過度な節税であるから否
定されるということが受け入れられないとするも
のではないとされている。
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に基づく借入金による不動産の取得という行
為をとらえて，それが租税負担の実質的な公
平を損なう場合には，それを是正する課税処
分を適法とする考えを示しているが，このよ
うな形で課税庁が課税処分をすることを授権
する明文の規定は存在しない�。
　最後に，本稿は租税公平主義の視点から，
評価通達によらない相続財産の評価を巡る裁
判例を検討し，令和４年最高裁判決の特徴と
問題点を指摘したが，租税法の立法・解釈・
適用のすべての段階において，租税公平主義

と租税法律主義の２つの憲法原理が尊重され
ることにより租税正義は実現される�。租税公
平主義あるいは平等原則の観点から，実質的
な租税負担を強調して納税者の相続税負担軽
減行為や意図を認定して通達評価額を否認す
ることは，納税者の予測可能性と法的安定性
を阻害することとなる点を指摘して，本稿の
結びに代えたい。

�　田中・前掲注⑵91頁。
�　増田英敏『租税憲法学の展開』（成文堂，2018）
２頁以下。


